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税 務 相 談
会社、商店等の経営、経理問題

や、税務の問題rついて、専門の

税理士が相談に応じます。お気軽
l 乙どうぞ。相談日‥ ・毎週金曜日/
午後1畤～4時。区役所1階区民
相談 室。( 料金 は無料で す)

親
と
子
が
一
緒
に
学
ぶ

幼
児
教
育
学
級
を
開
催

幼
稚
園
・
保
育
園
に
通
園
し
て
い
な
い
方
を
対
象
に

区
で
は
、
幼
稚
園
や
保
育
園
に
就
園
し
て
い
な
い
幼

児
を
対
象
に
、
幼
児
家
庭
教
育
学
級
を
鬨
催
し
ま
す
。

こ
の
学
級
は
、
幼
児
に
集
団
生
活
を
通
し
て
社
会
性
を

会
得
さ
せ
、
健
康
を
増
進
さ
せ
る
と
共
に
、両
親
に
は
、

よ
り
豊
か
な
家
庭
教
育
の
た
め
の
知
識
を
吸
収
し
て
い

た
だ
く
こ
と
を
目
的
に
開
か
れ
る
も
の
で
す
。

学
習
の
方
法

と
内
容

幼
児
教
育
学
級
の
学
習
の
方
法
や

内
容
な
ど
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
両
親
に
は
、
テ
キ
ス
ト
学
習
と
集

団
指
導
・
:家
庭
で
の
テ
キ
ス
ト
学

習
や
毎
月
二
回
の
登
園
で
、
親
と

し
て
必
要
な
知
識
を
吸
収
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。

▼
登
園
指
導
…
登
園
指
導
で
は

、
講

議
、
グ
ル
ー
プ
討
議
な
ど
に
よ
り

家
庭
に
お
け
る
実
際
の
指
導
上
の

問
題
点
、
悩
み
、
テ
キ
ス
ト
使
用

上
の
疑
問
な
ど
の
解
決
を
は
か
り

ま
す
。

▼
幼
児
の
集
団
教
育
…
毎
月
二
回
の

登
園
指
導
に
は
、
幼
児
教
育
の
専

門
指
導
貝
が
指
導
に
あ
た

り
ま

す
。申

込
方
法

そ
の
他

幼
児
家
庭
教
育
学
級
に
参
加
を
申

込
み
た
い
方
は
、
次
の
要
領
で
ど
う

ぞ

。

対
象
　
昭
和
四
十
六
年
四
月
二
目
?

昭
和
四
十
七
年
四
月
一
日
生
ま
れ

で
、
現
在
、
幼
稚
園
・
保
育
園
に

就
園
し
て
い
な
い
幼
児
と
そ
の
両

親
実
施
場
所
　
区
立
溯
江
小
学
校
(
西

保
木
閭
一
丁
目
一
〇
-
三
)

募
集
人
員
　
六
十
組
(
百
二
十
名
)

期
間
　
昭
和
五
十
二
年
十
一
月
六
日
～

昭
和
五
十
三
年
三
月
十
九
日

登
圜
指
導
日
時
原
則
と
し
て
、隔

週
日
曜
日
午
前
九
時
三
十
分
～

十
一
時
三
十
分

※
こ
の
毎
月
二
回
の
登
園
指
導
に
出

席
で
き
な
い
方
に
は
、
家
庭
で
学
習

で
き
る
テ
キ
ス
ト
を
送
付
し
ま
す
。

ま
た
、こ
の
方
々
の
た
め
に
、年
三

回
ス
ク
ー
リ
ン
グ
を
行
な
い
ま
す
。

申
込
方
法
　
(

ガ
キ
に
住
所
、氏
名
、

電
話
番
号
と
、
幼
児
の
名
前
、
生

年
月
日
を
記
入
の
う
え
、
教
育
委

員
会
幼
児
教
育
担
肖
(
千
佳
一
―

五
〇
)
へ
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

な
お
、
登
園
指
導
を
希
望
し
な

い
方
で
、
テ
キ
ス
ト
が
必
要
な
方

は
、
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
を

記
入
し
「
テ
キ
ス・
卜
の
み
」
と
付

記
し
、
幼
児
教
育
担
当
ま
で
お
申

込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限
　
昭
和
五
十
二
年
十
月
三

十
一
日
(
月
)
ま
で
に
到
着
し
た

も
の
。
た
だ
し
。定
員
に
な
り
次

第
締
切
り
ま
す
。

注
意
事
項
　
▼
登
園
指
4
に
は
、
対

象
児
以
外
の
同
伴
は
ご
遠
慮
く
だ

さ
い

▼
経
費
は
無
料
で
す
か
、

遠
足
の
交
通
費
や
個
人
が
便
う
怐

品
(
カ
バ
ン
・
(
サ
ミ
・
名
札
・

上
履
き
)
な
ど
は
佃
人
負
担
と
な

り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
　
教
育
委
貝
会
幼
児

教
育
担
当
へ
ど・つ
ぞ
。

さあお母さんも一緒にどうぞ

高額療養資金貸付制度が

新設されました
限度額は1 か月50万円

国
民
健
康
保
険
や
会
社
の
健
康

保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
が
、
病

気
で
入
院
し
た
り
手
術
を
受
け
た

り
し
て
一
度
に
高
額
の
医
療
費
や

付
添
看
護
料
を
支
払
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
場
合
、
そ
の
支
払
い
に

よ
っ
て
生
活
が
苦
し
く
な
る
方
の

た
め
に
、
区
で
は
十
月
か
ら
必
要

な
賢
金
の
一
部
を
お
貸
し
す
る
制

度
を
設
け
ま
し
た
。
ご
希
望
の
方

は
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

な
お
貸
付
の
対
象
・
手
続
き
な

ど
は
次
の
と
お
り
で
す
。

貸
付
の
対
象

▼
各
種
医
療
保
険
(
国
民
健
康
保

険
・
健
康
保
険
・
日
雇
労
働
者

健
康
保
険
・
船
員
保
険
・
共
済

組
合
な
ど
)
の
加
入
者
で
高
額

療
養
費
に
該
当
す
る
医
療
費
の

支
払
い
に
要
す
る
費
用

▼
⑥

症

の
医
療
証
を
持
つ

て
い
る
六
十
五
歳
以
上
の
老
人

か
入
院
に
よ
り
付
齠
贊
護
婦
を

頼
ん
だ
場
合
、
そ
の
付
添
看
護

婦
の
支
払
い
に
要
す
る
費
用

※
部
屋
代
の
差
額
は
貸
付
の
対
象

に
な
り
ま
せ
ん
。

貸
付
の
資
格

▼
療
養
に
よ
る
費
用
を
一
時
に
支

払
う
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
て
、

健
康
保
険
な
ど
か
ら
高
額
療
養

費
ま
た
は
看
護
料
の
支
給
が
確

実
に
受
け
ら
れ
る
方

▼
区
内
に
引
続
き
三
か
月
以
上
住

ん
で
い
て
、
貸
付
金
の
返
還
が

確
実
で
あ
る
こ
と

貸
付
の
申
込
み

貸
付
の
申
込
み
は
国
民
健
康
保

険
加
入
者
は
世
帯
主
、
健
康
保

険
は
被
保
険
者
、
共
済
組
合
は

組
合
員
と
し
ま
す
、

貸
付
限
度
額

一
か
月
五
十
万
円

※
高
額
療
養
費
は
「
必
要
な
費
用

の
九
十
%

、
看
護
料
に
つ
い
て
は

七
十
%
を
貸
付
の
。基
準
額
と
し
、

千
円
未
満
を
切
り
捨
て

。
一
か
月

に
つ
い
て
三
万
円
以
上
五
十
万
円

ま
で
お
貸
し
し
ま
す
。
な
お
、
貸

付
利
子
は
無
利
子
で
す
。

返
済
方
法

貸
付
金
の
返
済
は
、
原
則
と
し

て
保
険
機
関
か
ら
支
払
わ
れ
る

当
該
賃
付
金
に
係
わ
る
高
額
療

養
費
ま
た
は
療
養
費
(
看
護
料
)

を
持
っ
て
充
当
す
る

こ

と
と

し
、
当
該
高
額
療
養
費
等
の
受

領
を
あ
ら
か
じ
め
区
長
に
委
任

し
て
い
た
だ
き
ま
す

。

従
っ
て
、
後
口
区
長
が
受
領

し
た
高
額
療
養
費
と
賃
付
金
と

に
過
不
足
が
生
じ
た
時
は
、
超

過
分
は
返
え
し
「
不
足
分
は
納

め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。

申
込
み
に
必
要
な
も
の

印
鑑
、
健
康
保
険
証
、
老
人
医

療
証
、
病
院
の
請
求
書
、
申
込

人
の
預
金
通
帳
ま
た
は
口
座
番

号
メ
モ

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
　
区
役
所

民
生
係 体力に自身がありますか

ファミリー体力テスト
あ
な
た
は
、

自
分
の
体
力
に

自
信
が
あ
り
ま

す
か
。
教
育
委

眞
会
で
は
、
家

族
全
員
で
出
来

る
フ
ァ
ミ
リ
ー

体
力
テ
ス
ト
を

実
施
し
て
い
ま

す
。
】度
あ
な

た
も
受
け
て
み

て
は
い
か
か
で

し
ょ
う
。

テ
ス
ト
の
内
容
(

六
種
目
)

▼
息
を
ど
の
位

止
め
て
い
ら
れ
る
か
(
持
久
力
)

▼
目
を
閉
じ
て
片
足
で
ど
の
位
立

っ
て
い
ら
れ
る
か
(
平
衡
性
)

▼
素
早
い
身
の
こ
な
し
(
敏
捷
性
)

▼
体
の
バ
ネ
の
強
さ
(
瞬
発
力
)

▼
筋
力
　
▼
体
の
や
わ
ら
か
さ

(
柔
軟
性
)

申
込
方
法
・
問

い
合
わ
せ
先

直
接
か
ま
た

は
(

ガ
キ
に

必
要
枚
数
、

氏
名
、住
所
、

連
絡
先
を
明

記
の
う
え
教

育
委
員
会
体

育
鑠
(
干
住
一
-
五
〇
)
へ
。

※
団
体
<
P
T
A
・
町
会
・
自
冶

会
・
職
場
な
ど
)
で
、
こ
の
テ
ス

ト
を
希
望
す
る
場
合
は
、
指
導
貝

を
派
遣
す
る
制
度
も
あ
り
ま
す
の

で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。(
無
料
)踏台昇降テスト

十
月
二
十
七
日
か
ら
十
一
月

二
日
ま
で

、
秋
の
防
犯
運
動
を

実
施
し
ま
す
。
怪
し
い
時
は
、

す
ぐ
お
近
く
の
警
察
署
へ

。

都
営
住
宅
の

入
居
者
を
募
集

地
元
割
当
・
勤
務
地
割
当

足
立
区
に
割
当
て
ら
れ
た
都
営
住

宅
(
新
築
)
の
入
居
者
を
募
集
し
ま

す
。今

回
の
募
集
は
、
足
立
区
居
住
の

方
を
対
象
と
す
る
地
元
割
当
と
足
立

区
勤
務
の
方
を
対
象
と
す
る
動
務
地

割
当
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
今
回
募
集
の
都
営
住
宅

は
、
】般
世
帯
向
倖
宅
た
け
な
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

今
回
募
集
の
住
宅
(
一
般
世
帯
向
・

第
一
種
)

▼
地
元
割
当
分
　
一
地
区
(
平
野
三

一

二
(
)
・
=十
四
戸

二
地
区
(

舎
人
町
二

匸
三
)

・
=十
二
戸

▼
動
務
地
　割
当
分
　

一
〇
一

地
区
(

平
野
三
-

一
六
)
・・・
七
戸

一

〇
二
地
区
<
舎
人
町

二

二
二
)

二
(
戸

用
紙
交
付
期
間
十
月
二
十
四
日

(
月
)
?
十
月
二
十
九
日
(
土
)

た
だ
し
、
土
曜
日
は
正
午
ま
で
。

用
紙
交
付
場
所

区
役
所
一
階
区
民

係
・
第
二
庁
舎
・
各
出
張
所

申
込
受
付
期
間
　

十
月
二
十

九
日
(

土
)
正
午
ま
で
に
区
役
所
一
階
区

民
係
に
持
参
>す
る
こ
と
。
ま
た
、

郵
送
の
場
合
は
、
十
月
二
十
九
日
(

土
)
ま
で
の
消
印
が
あ
り
、
十

】月
二
日
(
水
)

ま
で
に
足
立
郵

便
局
に
到
着
し
た
も
の
に
限
り
有

効
で
す
。

※
申
込
賢
格
な
ど
く
わ
し
く
は
、
申

込
用
紙
と
い
っ
し

″
に
さ
し
あ
げ
る

「
申
込
み
の
し
お
り
」
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

な
お
、
足
立
区
に
住
ん
で
い
て
他

区
に
動
務
す
る
方
は
、
勤
務
す
る
区

に
動
務
地
割
当
が
あ
れ
ば
、
足
立
区

の
地
元
割
当
と
合
わ
せ
・‘
申
込
む
こ

と
か
で
き
ま
す
。
他
区
の
募
集
に
つ

い
て
は
、
『
都
の
お
知
ら
せ
』
十
一

月
一
日
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先
　
区
役
所
区
民
係

日
影
規
制
の

説
明
会
を
開
催

区
の
お
知
ら
せ
九
月
五
日
号
で
お

知
ら
せ
し
ま
し
た
、
日
影
規
制
に
つ

い
て
の
説
明
会
を
、
次
の
日
程
に
よ

り
開
催
し
ま
す
。

説
明
会
の
主
な
内
容
は
、
建
築
基

準
法
に
よ
る
日
影
規
制
の
概
要
お
よ

び
、地
域
指
定
に
関
す
る
こ
と
で
す
。

ご
都
合
の
よ
い
会
場
へ
、
お
い
で
く

だ
さ
い

。

日
時
・
会
場
　
十
月
二
十
四
日
(
月
)

・
・
・
東
栗
原
出
張
所
二
十
五
日

(
火
)
・
・
・
教
育
セ
ン
タ
ー
ニ
十

六
日
(
水
)
=
・
東
部
福
祉
セ
ン
タ

ー
ニ
十
七
日
(
木
)
・
・
・
第
七
出
張

所
二
十
(
日
(
金
)
…
西
部
福

祉
セ
ン
タ
ー
十
一
月
一
日
(
火
)

・
・
・
産
業
振
興
館
(
時
間
は
、い
ず

れ
も
午
後
六
時
～
(
時
)

※
日
影
規
制
の
概
要
と
指
定
図
(
素

案
図
)
は
、出
張
所
に
も
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
　
区
役
所
都
市
整
備

課
・
孀
築
指
導
課

日曜や祝日の急病に

休日 診療 所 のご利 用を

ほ
で
は
、
日
曜
や
祝
日
に
急
病
に
な

っ
た
方
の
た
め
に
、休
日
診
療
所
を
開

設
し
て
い
ま
す
。

内
科
・
小
児
科
の
急
病
の
方
は
、
ご

利
用
く
だ
さ
い
。
時
間
は
午
前
ヤ
時
か

ら
午
後
四
時
ま
で
で
す
。

な
お
、
保
険
証
は
忘
れ
ず
に
加
持
ち

く
だ
さ
い
。

千
住
休
日
診
療
所
　
千
住
仲
町
一
五
(

足
立
区
医
師
会
館
内
)

　
(
七

〇
I
O
四
六
一

綾
瀬
休
日
診
療
所
　
東
綾
瀬
一
丁
目
五

一
一
七
(
東
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー

内
)

　
六
〇
五
-
七
一
〇
一

竹
の
塚
休
日
診
療
所
　
竹
の
塚
二
丁
目

二
五
-
二
一
(
教
育
セ
ン
タ
ー
内
)

　
(
五
〇
-
(
(
〇
一

江
北
休
日
診
療
所
　
江
北
六
丁
目
二
(

上
〒
一
〇
一
(
江
北
保
健
相
談
所

内
)

　
(
九
六
-
四
〇
〇
四

お気軽にどうぞ

特別行政相談

十
月
十
六
日
か
ら
二
十
二
日
ま
で
は

行
政
相
談
週
間
で
す
。

国
の
仕
事
に
対
す
る
ご
意
見
、ご
要

望
な
ど
を
行
政
相
談
委
員
(
民
間
か
ら

行
政
管
理
庁
長
官
が
委
嘱
)
が
お
聞
き

し
ま
す
。お
気
軽
に
お
い
で
く
だ
さ
い
。

日
時
十
月
二
十
日
(
木
)
午
前
十
時
～
　

午
後
三
時
(
葛
飾
区
と
合
同
で
実
施
)

場
所
　
東
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー

問
い
合
わ
せ
先
　
区
役
所
区
民
相
談
室

もうお済みですか

就 学 相 談

区
教
育
委
員
会
で
は
、来
年
四
月
に

小
学
校
へ
入
学
す
る
年
齢
の
児
童
で
、

心
身
に
何
ら
か
の
障
害
の
あ
る
方
の
就

学
相
談
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
だ
、相
談
の
お
済
み
で
な
い
方
は

至
急
、お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
　
教
育
セ
ン
タ

ー
内
教
育
相
談
室
(
東
武
竹
の
塚
駅

下
車
)

　
(
五
〇
-
八
(
〇
一

貸付額が10万円に

応 急小 口 資 金

災
害
や
ご
家
族
の
病
気
な
ど
で
、
日

常
生
活
上
急
に
お
金
か
必
要
に
な
り

、

他
で
ど
う
し
て
も
工
面
が
つ
か
な
い
場

合
、
区
で
は
無
利
子
で
お
貸
し
し
て
い

ま
す
。

い
ま
ま
で
こ
の
限
度
額
が
七
万
円
で

し
た
が
、
十
月
か
ら
十
万
円
(
特
別
の

場
合
は
十
五
万
円
)

に
引
上
げ
ら
れ
ま

し
た
。
な
扣
、
申
込
用
紙
は
、
区
役
所

お
よ
び
出
張
所
に
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
　
区
役
所
民
生
係
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みんなで理解をもとう

住みよい街づくりは
建築協定で

隣
り
の
人
が
敷
地
い
っ
ぱ
い
に
増

築
し
た
た
め
、
急
に
日
当
り
、
風
通

し
が
悪
く
な
っ
た
。
法
律
の
基
串
に

あ

、て
い
る
と
い
う
も
の
の
、
な
ん

と
か
し
て
ほ
し
い
。
低
層
の
一
戸
建

住
宅
の
み
か
ら
な
る
環
境
の
よ
い
住

宅
地
を
や
っ
と
手
に
入
れ
た
の
に
、

隣
り
に
ア
パ
ー
ト
が
建
ち
始
め
た
。

将
来
ス
ラ
ム
化
す
る
の
で
は
な
い
か

と
心
配
だ
。
こ
ん
な
こ
と
で
困
っ
た

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か

。

住
宅
地
の
環
境
を
一
定
の
水
準
よ

り
悪
く
し
な
い
た
め
に
、
建
築
基
準

法
は
誰
も
か
守
る
べ
き
最
低
限
の
街

づ
く
り
の
ル
1
ル
を
定
め
て

い

ま

す

。し
か
し
、あ
な
た
の
望
ひ
住
み
よ

い
街
を
つ
く
る
た
め
に
は
、
建
築
基

準
法
の
ル
ー
ル
に
し
た
が
っ
て
い
る

だ
け
で
は
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

建
築
協
定
と
は
、
住
民
が
そ
の
全

員
の
合
意
に
よ
っ
て

、
建
築
基
単
法

の
最
低
限
の
基
準
以
上
の
住
み
よ
い

街
づ
く
り
の
た
め
の
基
単

を
定

め

て
、
お
互
い
に
守
り
あ
っ
て
い
く
こ

と
を
約
束
す
る
制
度
で
す

。

建
築
協
定
は
普
通
の
約
東
と
は
違

い
、
い
っ
た
ん
締
結
し
て
役
所
に
届

け
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
廃
止
は
協

定
参
加
者
の
過
半
数
の
同
意
が
な
け

れ
ば
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
参
加
者
の
土
地
な
ど
を
後

か
ら
買
っ
て
入
っ
て
来
た
人
に
も
適

用
さ
れ
ま
す
。

建
築
協
定
の
最
大
の
メ
リ
ッ
ト

は
、
住
民
が
協
力
し
あ
っ
て
住
民
自

ら
の
手
で
街
づ
く
り
が
で
き
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
住
宅
地
の
建
築
協
定

は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
こ
と
が

定
め
ら
れ
ま
す
。

(
1
)
純
粋
の
住
宅
地
に
し
た
い

(
2
)
一
戸
建
庄
宅
の
環
境
を
守
り
た
い

(
3
)
良
好
な
住
宅
地
の
美
観
を
守
り
だ

(
4
)
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
守
り
た
い

(
5
)
日
照
を
で
き
る
だ
け
確
保
し
た
い

(
6
)
ゆ
っ
た
り
と
し
た
住
宅
地
に
し
た

そ
の
他
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り

決
め
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、建
築
協

定
を
活
用
し
て
、
皆
さ
ん
の
住
む
街

を
、
安
全
で
、
健
康
的
で
「
快
適
に

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

建
築
協
定
に
つ
い
て
の
ご
相
談
は

区
役
所
三
階
建
築
指
導
課
調
査
係
へ

ど
う
ぞ
。

な
お
、
近
く
公
募
さ
れ
る
栗
原
六

月
町
区
画
整
理
組
合
で
の
保
留
地
処

分
は
、
こ
の
礑
築
協
定
を
定
め
た
も

の
が
、
分
譲
さ
れ
る
予
定
で
す

。

く
わ
し
く
は
、
栗
原
六
月
町
区
画

螯
理
組
合
(
　
(
{

四
-
二
七
〇
}
)

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

10月29 日
～

11月30 日

ど
う
ぞ
ご
覧
く
だ
さ
い

足
立
区
文
化
祭

『文
化
の
息

を
中
心
に
区
民
の

文
化
、
芸
術
の
向
上
を
め
ざ
し
、
十

月
二
十
九
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま

で
、
第
二
十
七
回
足
立
区
文
化
象
を

区
内
各
会
場
で
開
催
し
ま
す
。

ど
う
ぞ
ご
観
覧
く
だ
さ
い
、

《
総
合
展
覧
会
》

■
産
業
振
興
館
会
場

▽
日
本
画
・
彫
塑
　
十
一
月
五
日
?

(
日
午
前
九
時
～
午
後
六
時
(
七

日
は
休
館
、(
日
は
午
後
三
時
ま
で
)

▽
手
芸
・
写
真
　
十
一
月
九
日
?
十

一
日
午
前
九
時
～
午
後
七
時
(
十

一
日
は
午
後
三
時
ま
で
)

▽
書
道
・
水
石
　
十
一
月
十
二
日
～

十
五
日

午
前
九
時
～
午
後
六
時
(

十
四
日
は
休
館

、
十
五
日
は
午
後

三
時
ま
で
)

■
青
年
館
会
場

▽
華
道
　
十
一
月
二
日
?
四
日
午

前
九
時
～
午
後
六
時

▽
茶
会
　
十
一
月
こ
‥
午
前
九
時

～
午
後
六
時
(
大
師
書
院
で
も
同
時

開
催
)

■
教
育
セ
ン
タ
ー
会
場

▽
洋
画
　
卜
一
月
二
日
?
十
二
目

午
前
九
時
～
午
後
五
時
(
三
日
・
六

日
は
休
館
、
十
二
日
は
午
後
三
時
ま

で
)

《
芸
能
大
会
》

■
産
業
振
興
館
会
場

▽
吟
剣
詩
舞
(
吟
剣
詩
舞
連
盟
)
卜

月
三
十
日

午
前
九
時
～
午
後
六
時

▽
総
合
芸
能
(
と
く
さ
会
)
1
-
一
月

五
日

正
午
?
午
後
六
時

▽
民
謡
(
瑞
胯
の
会
)
ト

ー
月
六
川

午
前
十
時
?
午
後
九
時

▽
社
父
舞
踏
(
社
交
舞
踏
連
盟
)
ト

ー
月
十
九
日
午
後
六
時
～
九
時

■
文
化
会
館
会
場

▽
民
謡
(
民
謡
団
体
連
盟
)
哮
月
二

十
九
日
・
こ
十
目
午
前
九
時
～
午

後
九
時

▽
邦
楽
舞
燹
邦
楽
舞
踊
連
盟
)
十
一

月
三
日
午
前
ト
ー
時
～
午
後
厶
時

▽
民
踊
`
(
民
踊
連
盟
)
1
一
月
六
日

午
前
十
一
時
～
午
後
五
時

▽
洋
舞
踊
(
洋
舞
踊
団
体
連
盟
)
十

一
月
二
七
こ
日
午
前
卜
一
時
?
午

後
五
時

《
各
種
大
会
》

▽
短
歌
大
会
(
歌
人
ク
ラ
ブ
)
十
一

月
三
日
午
後
一
時
～
午
後
五
時
-

青
年
館

▽
謡
曲
大
会
(
謡
曲
連
盟
)
十
】月

六
日
午
前
九
時
～
午
後
六
時
―
青

年
館

▽
囲
碁
大
会
(
日
本
棋
院
足
立
支
部
)

十
一
月
三
日
正
午
～
午
後
六
時
1

東
洋
工
缶
ホ
ー
ル

▽
将
棋
大
会
(
日
本
将
棋
連
盟
足
立

支
部
)
十
一
月
六
日

午
前
十
時
?

午
後
九
時
-
・止
和
ク
ラ
ブ

▽
俳
句
大
会
(
俳
句
連
盟
)
ト
ー
月

三
日
正
午
?
午
後
六
時
-
そ
ぱ
久

別
館《

大
輪
菊
花
大
会
》

▽
花
畑
大
鷲
神
社
境
内
(
日
本
菊
友

会
・
大
鷲
神
社
献
菊
会
)
十
一
月
一
日
～

三
十
日
午
前
(
時
?
午
後
六
時

▽
南
宮
城
公
園
(
堤
南
菊
友
会
)
十

一
月
一
日
?
十
四
日
午
前
九
時
?

午
後
五
時

▽
鹿
浜
四
丁
目
北
野
神
社
境
内
(
江

北
菊
友
会
)
十
一
月
一
日
?
十
五
日

午
前
九
時
～
午
後
六
時

▽
関
原
二
丁
日
常
唱
庵
境
内
(
堤
北

菊
友
会
)
十
一
月
一
日
～
十
五
日

午
前
九
時
?
午
後
五
時

問
い
合
わ
せ
先
　
教
育
委
員
会
文
化

係

区民の傑作がずらり

十

月

の

安

売
り

デ

ー

ニ
十
一
日
　
水
産
物
・・・
水
色
の

た
れ
幕
の
あ
る
魚
屋
さ
ん
で

二
十
二
日
　
啄
肉
・・・
黄
色
の
た

れ
幕
の
あ
る
肉
屋
さ
ん
で

じ
よ
う
ぶ
な
体
の
た
め
に

健
康
診
断
・
検
診
な
ど
を
受
け
ま
し
ょ
う

お
近
く
の
会
場
で

区
民
健
康
診
断

期
日
・
会
場
　
二
十
四
日
(
月
)
・・・

入
谷
中
学
校
・
柳
原
小
学
校

二

十
五
日
(
火
)

…
西
新
井
第
二
小

学
校
・
千
寿
第
六
小
学
校

二
十

六
日
(
水
)
・・・
興
本
小
学
校
・
千

寿
第
二
小
学
校

二
十
(
日
(
金
)
=

・関
原
小
学
校

三
十

一
日
…
(

月
)
江
北
保
健
相
談
所

受
付
時
間
　
午
後
二
時
～
蒔
三
十

分
費
用
　
無
料

問
い
合
わ
せ
先
　
区
役
所
保
健
予
防

係
胃
の
集
団
検
診

対
象
　
三
十
五
歳
以
上
の
足
立
保
健

所
管
内
の
方

実
施
　
十
二
月
以
降

申
込
期
間
　
十
月
二
十
日
～
二
十
五

日
の
消
印
有
効
(
こ
の
期
間
外
は

無
効
)

申
込
方
法
　
官
製
(
ガ
キ
に
住
所
、

氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
を
明
記

し
て
足
立
保
健
所
予
防
課
(
〒
Ⅲ

中
央
本
町
一
丁
目
五
1
三
)
へ

。

※
申
込
多
数
の
場
合

、
日
程
の
抽
せ

ん
と
な
り
ま
す
の
で
、
受
診
か
遅
く

な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

場
所
・
問
い
合
わ
せ
先
　
足
立
保
健

所

　
【
四
〇
-
五
一
四

】

手
続
き
は
お
早
め
に

国
民
健
康
保
険

職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
た

方
、
ま
た
は
、
転
入
し
社
会
保

険
に
加
入
し
て
い
な
い
方
は
「

十
四
日
以
内
に
国
民
健
康
保
険

の
手
続
き
を
し
ま
し
I
つ
。

手
続
き
は
、
区
役
所
国
民
健

康
保
険
課
ま
た
は
、
お
近
く
の

出
張
所
で
ど
う
ぞ
。

同
和
問
題
の

理
解
の
た
め
に

同
対
審
答
申
と
特
別
措
置
法
⑬

部
落
は
政
冶
の
権
力
に
よ
っ
て

つ
く
ら
れ
、
政
冶
の
権
力
に
よ
っ

て
拡
大
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
は
、
ま
さ
に
行
政
の

責
任
で
あ
る
わ
け
で
す
が
、
教
育

も
ま
た
同
じ
で
あ
っ
て
、
と
も
に

こ
の
責
任
か
ら
逃
か
れ
る
こ
と
は

ゆ
る
さ
れ
ま
せ
ん
。

特
別
楷
置
法
の
な
か
に
明
示
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
同
和
対
策
事

業
の
迅
速
か
つ
計
画
的
な
推
進
に

つ
と
め
る
こ
と
に
よ
り
、
部
落
の

完
全
解
放
を
積
極
的
に
は
か
ら
ね

ぱ
な
り
ま
せ
ん
。

つ
き
に
「
行
政
や
教
育
の
施
策

に
つ
い
て
、
恃
別
揩
置
法
の
な
か

に
記
さ
れ
て
い
る
事
項
を
要
約
し

て
み
ま
し
ょ
う

。

◎
同
和
問
題
に
関
す
る
問
い
合
わ

せ
は
、区
役
所
同
和
対
策
担
当
へ

。 ご推せんください

善行青少年

皆
さ
ん
の
住
む
地
域
内
で
、
よ

い
行
な
い
を
し
た
青
少
年
が
い
ま

し
た
ら
、
ご
推
せ
ん
く

だ
さ
い
。

区
で
は
そ
の
よ
う
な

行
な
い
を
ほ
め
た
た
え

け
ん
彰
状
と
記
念
品
を

贈
っ
て
い
ま
す
。

推
せ
ん
対
象
　
①
行
為

基
準
・・・○
勇
気
や
親

切
を
示
し
周
囲
を
明

る
く
し
た

〇
公
徳
心
を
高
め

た

○
自
立
心
に
富
ん
だ
行
な

い

○
誠
実
・
責
任
・
男
力
か

認
め
ら
れ
る
行
な
い

②
対
象
・・・区
内
に
在

住
・
在
動
・
在
学
の

十
(
歳
未
満
の
方

推
せ
ん
方
法
　
学
校
・

職
場
・
団
体
な
ど
か

ら
も
推
せ
ん
か
あ
り

ま
す
が
、
あ
な
た
の

地
域
内
で
、
該
当
す

る
青
少
年
が
い
ま
し

た
ら
、
各
青
少
年
対
策
地
区
委

員
会
(
各
出
張
所
が
事
務
局
で

す
)
で
と
り
ま
と
め
て
い
ま
す

の
で
、
ご
推
せ
ん
く
だ
さ
い
。

推
せ
ん
期
限
-
十
一
月
(
日
(
火
)

問
い
合
わ
せ
先
　
教
育
委
員
会
青

少
年
係

最
近
、
新
入
学
児
童
の
家
庭

を
訪
問
し
、
区
と
関
係
が
あ
る

か
の
よ
う
に
説
明
し
て
、
本
を

販
売
し
て
い
る
者
が
い
る
と
聞

い
て
い
ま
す
か

、
区
と
は
I
切

関
係
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い

。

改
正
さ
れ
ま
し
た

児
童
育
成
手
当
な
ど

児
童
扶
養
手
当
・
児
童
育
成
手
当

な
ど
の
児
童
の
た
め
の
手
当
が
改
正

さ
れ
、
支
給
月
額
が
下
表
の
と
お
り

変
わ
り
ま
し
た
。

な
お
、児
童
育
成
手
当
の
改
正
後

の
手
当
支
給
は
、昭
和
五
十
三
年
二

月
期
振
込
み
分
(
十
月
分
～
一
月
分
)

以
降
と
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
　
区
役
所
児
童
手
当

係

各種手当の改正表

育
児
相
談

日
時
　
十
冐
二
日
(
水
)
・
九
日

(
水
)
午
前
九
時
～
十
時
三
十
分

内
容
　
身
体
測
定
・
育
児
と
栄
養
指

導
持
参
品
　
母
子
健
康
手
帳
・
お
む
つ

場
所
・
問
い
合
わ
せ
先
　
江
北
保
健

相
談
所

　
(
九
六
-
四
〇
〇
四

精
神
衛
生
相
談

日
時
　
十
一
月
一
日
(
火
)
午
後
一

時
三
十
分
～
二
時
三
卜
分

担
当
　
専
門
医
に
よ
る
相
談

場
所
・
問
い
合
わ
せ
先
　
江
北
保
健

相
談
所
　
　
(
九
六
1
四
〇
〇
円

み
か
ん
狩
り
に
ど
う
ぞ

区
民
保
養
所
「
あ
だ
ち
荘
」

東
京
か
ら
わ
ず
か
二
時
間
余
り
の

碼
河
原
温
泉
郷
に
区
民
保
養
所
「
あ

だ
ち
荘

」
か
あ
り
ま
す

。

「
あ
だ
ち
荘
」
の
ご
利
用
方
法
は

つ
き
の
と
お
り
で
す
、

料
金
(
一
泊
二
食
付
)

大
人
二
千

五
百
円

小
人
(
四
歳
以
上
小
学

生
ま
で
)
千
三
百
円

た
だ
し
、

利
用
日
数
は
二
泊
ま
で
で
す
。

申
込
資
格
　
区
内
に
在
住
・
在
動
の

方
(
た
だ
し
、
一
人
で
は
利
用
で

き
ま
せ
ん
)

申
込
受
付
方
法
　
毎
月
一
日
か
ら
翌

月
一
か
月
分
の
受
付
を
開
始
し
、

利
用
し
よ
う
と
す
る
日
の
五
日
前

ま
で
足
立
区
役
所
区
民
係
(
区
役

所
一
階
)
で
受
付
し
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
士
曜
日
は
正
午
ま
で

。

※
十
二
月
利
用
分
は
、
十
一
月
一

日
(
火
)
か
ら
受
付
し
ま
す
。
な

お
、
初
日
の
会
場
は
、
区
産
業
振

興
館
(
区
役
所
隣
り
)
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先
　
区
役
所
区
民
係

ご
協
力
を

住
居
表
示
の
現
況
調
査

区
で
は
左
図
の
地
域
に
つ
い
て

。

新
た
に
住
居
表
示
を
実
施
す
る
予
定

で
摩
備
を
進
め
て
い
ま
す
。
つ
い
て

は
、
現
況
調
査
を
十
月
中
旬
か
ら
行

な
い
ま
す
の
で

、
区
が
委
託
し
た
業

者
(
区
の
腕
章
を
つ
け
て
い
ま
す
)

が
各
家
庭
を
訪
問
し
、
建
物
の
現
況

な
ど
を
調
査
し
ま
す
の
で

、
そ
の
際

は
ご
協
力
く
だ
さ
い
。
な
お
、
こ
の

地
区
の
住
居
表
示
実
施
は
昭
和
五
十

三
年
四
月
一
日
の
予
定
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先
　
区
役
所
住
居
表
示

係住居表示調査区域図

戸
籍
の
謄
・
抄
本

十
月
一
日
か
ら
、
足
立
区
に

住
所
の
あ
る
方
な
ら
、
戸
籍
の

謄

抄
本
は
、
本
庁
舎
・
第
一一

庁
舎
の
ど
ち
ら
で
も
と
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

掲
示
板

セ
ン
タ
ー
の

も
よ
お
し
も
の

<花
畑
セ
ン
タ
ー
>

○
駒
子
の
紙
人
形

日
時
　
十
月
二
十
五
日
(
火
)
午

後
一
時
三
十
分

対
象
　
一
般
婦
人

定
員
　
三
十
名

材
料
費
　
千
円

○
運
動
会

日
時
　
十
月
二
十
九
日
(
土
)
午

後
一
時
三
十
分

問
い
合
わ
せ
先
　
花
畑
セ
ン
タ
ー

　
(
五
〇
-
二
六
一
七

<
教
育
セ
ン
タ
ー
>

○
映
画
の
夕
べ
(
朝
や
け
の
詩
)

日
時
　
十
月
二
十
二
日
<
土
)
午

後
六
時

定
員
　
先
着
一
五
六
名

問
い
合
わ
せ
先
　
教
育
セ
ン
々
I

　
(
五
〇
-
(
(
〇
一

保
留
地
を

処
分
し
ま
す

栗
原
六
月
町
土
地
区
画
盤
理
組

合
で
、
保
留
地
を
処
分
し
ま
す
。

入
札
日
時
　
十
一
月
十
日
(
木
)

午
前
十
時

問
い
合
わ
せ
先
　
栗
原
六
月
町
土

地
区
画
整
理
組
合
事
務
所

　
(
(

四
上
一
七
一
〇

た
ば
こ
は

区
内
で

買
い
ま
し
ょ
う

申
込
み
は
お
早
め
に

国
民
金
融
公
庫

例
年
、
年
末
に
は
窓
口
が
大
変

混
雑
し
ま
す
の
で
、
申
込
み
は
、

十
一
月
十
五
日
頃
ま
で
に
お
願
い

し
ま
す
。

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
　
国
民
令

融
公
庫
千
住
支
店

　
(
【

】

上
(
一
七
五

こ
の
機
会
に
ど
う
ぞ

計
量
器
の
無
料
検
査

ご
家
庭
で
使
用
し
て
い
る
、
計

量
器
が
、
正
確
で
あ
る
か
ど
う
か

精
度
の
検
査
を
実
施
し
ま
す
。

日
時
・
場
所
　
十
月
二
十
日
(
木
)

…
常
東
出
張
所

二

十
}

日
(

金
)・・・
区
青
年
館
(
時
間
は
「

植
木
ま
つ
り

二
十
二
日
・
二
十
三
日

竹
の
塚
第
六
公
園
へ
。

い
ず
れ
も
午
前
十
時
～
午
後
四

時
ま
で
で
す
)

問
い
合
わ
せ
先
　
東
京
都
計
量
協

会

　
四
三
四
上
(
五
九
一

メ
ン
バ
ー
を
募
集

ギ
タ
ー
教
室

小
学
校
五
年
生
か
ら
中
学
生
ま

で
、
希
望
の
方
は
十
月
三
十
日
ま

で
に
、
西
伊
興
児
童
館
(
　
(
九

七
-
六
九
四
(
)
へ
。

精
神
障
害
者
の
方
へ

家
族
相
談
室

日
時
　
十
月
二
十
三
日
(
日
)
午

後
一
時
～
五
時

場
所
　
梅
島
会
館
二
階
(
梅
鳥
三

丁
目
ニ
ー
五
)

問
い
合
わ
せ
先
　
足
立
柄
神
障
害

者
家
族
会
(
あ
し
な
み
会
)

　
八
九
〇
上
二
四
八
一

舎
人
地
区
内
に
排
水

設
備
を
さ
れ
る
方
へ

舎
人
地
ほ
の
公
共
下
水
道
は
分

流
方
式
と
い
っ
て
、
雨
水
と
汚
水

を
分
け
て
排
水
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。し
た
が
っ
て
排
水
設
備
か

合
流
方
式
(
雨
水
と
汚
水
を
I
本

で
排
水
)
で
設
置
さ
れ
た
場
合

は
、
分
流
方
式
に
作
り
直
し
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

排
水
設
備
計
画
は
、
必
ず
届
け

出
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、
わ
か
ら

な
い
こ
と
は
、
工
事
前
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

届
出
・
問
い
合
わ
せ
先
　
都
北
部

第
一
管
理
事
務
所
小
菅
支
所
排

水
設
備
係

　
六
〇
一
〒
(
(

二
二

訂
正

五
日
号
の
人
口
で
誤

ま
り
か
あ
り
ま
し
た
の

で
次
の
よ
う
に
訂
正
し
ま
す
。

(
誤
)
世
帯
　
二
〇
一
、
七
三
一

人
口
　
六
一
四
、
六
匸
一

男
　

一三

一
、
〇
匸

】

女
　

三
〇
三
、
六
〇
〇

(
正
)
世
帯
　
二
〇
四
、五
二
〇

人
口
　
六
二
二
、
九
七
(

男
　

三
一
五
、
四
二
七

女
　

三
〇
七
、
五
五
一
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